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新型コロナウイルス感染症の感染症法上位置づけ変更に伴う変更点について 

 

 本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。 

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上位置づけ変更に伴う主な変更点について、病院、診

療所に向けた資料を作成いたしました。 

 つきましては、内容を御了知いただき、管内の県医師会非会員の医療機関あて周知いただき

ますようお願いいたします。 
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